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市議会への請願や陳情
◆どなたでも提出できます
　市民の皆さんは、身近で困っている問題につい
て市議会にその実情を訴えることができます。こ
れを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください
・書式は≪例≫を参考に、日本語で簡潔にまとめ
てください。内容が２件以上にわたるときは、
１件ごとに提出してください。
・請願（陳情）者が複数の場合は、代表者を決め
てください。

・請願（陳情）は、必ず議会事務局へ持参してく
ださい。

・定例会初日前３日（土･日曜日､休日を除く）ま
でに提出してください｡郵送の場合は､請願（陳
情）として受け付けることはできませんが、要
望書として全議員に配付します。

・請願（陳情）者の住所・氏名は一般に公開され
ますので、あらかじめご了承ください。
※請願には１人以上の紹介議員が必要ですが、陳
情には必要ありません。請願と陳情の違いなど
詳しくは事務局にお問い合わせください。

１月13日、消防出初式が開催されました。フィナーレを飾った消防団の一斉放水では大きな拍手がおこ
りました＜文化会館駐車場にて＞
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○○○に関する請願（陳情） 

平成　 年　 月　 日 

綾瀬市議会議長　殿 

紹介議員　 
（署名または記名押印） 
請願（陳情）者 
住所 
氏名　○○○○　印 

趣旨 

理由 

《例》

市公式マスコットキャラクター
「あやぴぃ」
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請 願 ・ 陳 情 の 審 査 結 果

審 査 日
結　　果

件　　　　　　名付託委員会

２４．１１．２９
趣旨不了承

安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・
看護師等の大幅増員の国への意見書提出を求める陳情

市 民 福 祉
２４．１１．２９
趣 旨 了 承

介護職員処遇改善加算の継続、拡充の国への意見書提出
を求める陳情

２４．１１．２９
趣 旨 了 承

社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継
続を求める意見書の提出を求める陳情
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